
 
公益社団法人 福山市シルバー人材センター 

 各地域に一定数の会員もおりますが、条件（就業日時・就業場所ほか）によっては、ご希望の会

員を紹介できないことがあります。 

 建設業務や医療関係業務など派遣適用除外業務や派遣可能期間などの制限があります。※ 

 就業形態（契約の種類）は、基本的に２種類（請負・委任と派遣）あります。 

この区分は、業務内容の具体で判断させていただきます。 

※当センターでは、旅客輸送に係る運転業務はお受けしていません。 

公益社団法人福山市シルバー人材センター 本部事務所 

〒721-0955 福山市新涯町 2丁目 21番 30号 

FAX:084-953-5233 E-mail：fukuyama@sjc.ne.jp 

TEL：084-953-5222 

 

①フロア等の掃除や片付け、衣類の整理、ベッドメーキング 

➁食事の配膳・下膳、食器洗い、食堂の掃除 

③お風呂の掃除、洗濯  ④車椅子や手すりの清掃・消毒 

⑤備品の準備・整理、レクリエーションの補助 

⑥サービスの利用者の見守りや誘導  ⑦利用者の話し相手 

※身体に触れる介護の仕事は、介護職員初任者研修以上の資格所有者に限ります。 

業務例（身体介護※を除く） 

当センターでは、ケアサポーター（介護助手・介護補助）として人手不足と言われている

福祉・介護事業所への就業推進に取り組んでいます。 

こうした仕事への就業を希望する会員もおりますので、介護職員の業務量軽減に繋がる次

のような補助的業務がありましたら、是非、当センターへご連絡ください。 

としての就業 

留意事項 


